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墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する

条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 中高層建築物 建築基準法（昭和２５ 

  年法律第２０１号。以下「法」という。）

  第２条第１号に規定する建築物で、高さ

が１０メートルを超えるもの（東京都中

高層建築物の建築に係る紛争の予防と調

整に関する条例（昭和５３年東京都条例

第６４号）が適用される中高層建築物を

除く。）をいう。 

 ⑵ 特定中高層建築物 中高層建築物のう

ち、延べ面積が１，０００平方メートル

を超えるもの（次号に掲げるものを除

く。）又は高さが１５メートルを超え、

２０メートル以下のものをいう。 

 ⑶ 特別特定中高層建築物 中高層建築物

のうち、高さが２０メートルを超えるも

のをいう。 

 ⑷ 紛争 中高層建築物の建築に伴って生

ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、

電波障害等並びに工事中の騒音、振動等

の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する

近隣関係住民と建築主との間における紛

争をいう。 

 ⑸ 近隣関係住民 隣接関係住民及び周辺

関係住民をいう。 

 ⑹ 隣接関係住民 次に掲げる者をいう。 

 

  ア 中高層建築物の敷地境界線からその

高さと等しい水平距離の範囲内に居住

する者 

  イ 冬至日における真太陽時の午前８時

から午後４時までの間に中高層建築物

から受ける日影が２時間以上となる範

囲内に居住する者 

  ウ ア及びイに規定する範囲内にある土

 〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 中高層建築物 建築基準法（昭和２５ 

  年法律第２０１号。以下「法」という。）

  第２条第１号に規定する建築物で、地上

高１０メートルを超えるもの（東京都中

高層建築物の建築に係る紛争の予防と調

整に関する条例（昭和５３年東京都条例

第６４号）が適用される中高層建築物を

除く。）をいう。 

 ⑵ 特定中高層建築物 前号の中高層建築

物のうち、延べ面積が１，０００平方メ

ートルを超え、又は高さが１５メートル

を超えるものをいう。 

 

   〔新設〕 

 

 

 ⑶ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 ⑷ 〔同左〕 

 

 ⑸ 隣接関係住民 次のイ、ロ又はハに掲

げる者をいう。 

  イ 〔同左〕 

 

 

  ロ 冬至日における真太陽時の８時から

１６時までの間に中高層建築物から受

ける日影が２時間以上となる範囲内に

居住する者 

  ハ イ及びロに規定する範囲内にある土



 

 

地又は建築物に関して権利を有する者 

 ⑺ 周辺関係住民 次に掲げる者をいう。 

 

  ア 前号に掲げる者を除き、中高層建築

物の敷地境界線からその高さの２倍の

水平距離の範囲内に居住する者及び当

該範囲内にある土地又は建築物に関し

て権利を有する者 

  イ 前号及びアに掲げる者を除き、中高

層建築物による電波障害の影響を著し

く受けると認められる者 

 ⑻ 建築主 中高層建築物に関する法第２

条第１６号に規定する建築主をいう。 

 ⑼ 設計者 中高層建築物に関する法第２

条第１７号に規定する設計者をいう。 

 ⑽ 工事監理者 中高層建築物に関する法

第２条第１１号に規定する工事監理者を

いう。 

 ⑾ 工事施工者 中高層建築物に関する法

第２条第１８号に規定する工事施工者を

いう。 

 ⑿ 解体工事 建築物その他の工作物の全

部又は一部を解体する工事をいう。 

 （当事者等の責務） 

第４条 建築主、設計者、工事監理者及び工

事施工者は、中高層建築物の建築に際して

は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配

慮するとともに近隣関係住民からの問合せ

等に誠意をもって対応する等、良好な近隣

関係を損なわないよう努めなければならな

い。 

２ 〔略〕 

 （標識の設置等） 

第５条 建築主は、中高層建築物を建築しよ

うとするときは、近隣関係住民に建築に係

る計画の周知を図るため、当該建築敷地の 

 見やすい場所に、墨田区規則（以下「規則」

 という。）で定める手続をしようとする日

の１５日前（特定中高層建築物の建築にあ

っては３０日前、特別特定中高層建築物の

建築にあっては６０日前）までに、標識を

設置しなければならない。ただし、区長が

特に必要があると認めるときは、当該標識

地又は建築物に関して権利を有する者 

 ⑹ 周辺関係住民 次のイ又はロに掲げる

者をいう。 

  イ 〔同左〕 

 

 

 

 

  ロ 前号及びイに掲げる者を除き、中高

層建築物による電波障害の影響を著し

く受けると認められる者 

 ⑺ 〔同左〕 

 

 ⑻ 〔同左〕 

 

 ⑼ 〔同左〕 

 

 

 ⑽ 〔同左〕 

 

 

 ⑾ 〔同左〕 

 

 〔同左〕 

第４条 建築主、設計者、工事監理者及び工

事施工者は、中高層建築物の建築に際して

は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配

慮するとともに近隣関係住民からの問い合

わせ等に誠意をもって対応する等、良好な

近隣関係を損なわないよう努めなければな

らない。 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第５条 建築主は、中高層建築物を建築しよ

うとするときは、近隣関係住民に建築に係

る計画の周知を図るため、当該建築敷地の 

 見やすい場所に、墨田区規則（以下「規則」

 という。）で定める手続をしようとする日

の１５日前（特定中高層建築物の建築にあ

っては、６０日前）までに、標識を設置し

なければならない。ただし、区長が特に必

要があると認めるときは、当該標識を設置

した日から規則で定める手続をしようとす



 

 

を設置した日から規則で定める手続をしよ

うとする日までの期間を短縮することがで

きる。 

２ 〔略〕 

 （説明会の開催等） 

第６条 建築主は、中高層建築物（特別特定

中高層建築物を除く。）を建築しようとす

る場合においては、当該建築に係る計画及

び工事の内容について、次の各号に掲げる

者に対し、説明会を開催し、又は戸別訪問

による説明を行わなければならない。 

 ⑴ 隣接関係住民（第２条第６号ウに掲げ

る者を除く。） 

 ⑵ 周辺関係住民及び第２条第６号ウに掲

げる者で、当該計画についての説明を受

けたい旨を申し出たもの 

２ 建築主は、特別特定中高層建築物を建築

しようとする場合においては、前項第１号

及び第２号に掲げる者に対し、次の各号に

掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各

号に定める説明会を開催し、又は戸別訪問

による説明を行わなければならない。 

 

 ⑴ 前条第１項の規定により標識を設置し

た場合 当該標識を設置した日から１５

日以内に当該特別特定中高層建築物の建

築に係る計画の内容についての説明会 

 ⑵ 工事施工者を決定した場合 当該特別

特定中高層建築物の建築に係る工事の内

容についての説明会 

 ⑶ 〔略〕 

３ 前項の規定は、同項各号に定める説明会

を同時に開催することを妨げるものではな

い。 

４ 〔略〕 

 （あっせん） 

第７条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、前２項の規定によりあっせんを

行うときは、双方の主張の要点を確かめ、

紛争が解決されるよう努めなければならな

い。 

 （委任） 

る日までの期間を短縮することができる。 

 

 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第６条 建築主は、中高層建築物を建築しよ

うとする場合においては、当該建築に係る

計画及び工事の内容について、次の各号に

掲げる者に対し、説明会を開催し、又は戸

別訪問による説明を行わなければならな

い。 

 ⑴ 隣接関係住民（第２条第５号ハに掲げ

る者を除く。） 

 ⑵ 周辺関係住民及び第２条第５号ハに掲

げる者で当該計画についての説明を受け

たい旨申し出たもの 

２ 前項の規定にかかわらず、建築主は、特

定中高層建築物を建築しようとする場合に

おいては、前項第１号及び第２号に掲げる

者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に

応じてそれぞれ当該各号に定める説明会又

は戸別訪問による説明を開催し、又は行わ

なければならない。 

 ⑴ 前条第１項の規定により標識を設置し

た場合 当該標識を設置した日から１５

日以内に当該特定中高層建築物の建築に

係る計画の内容についての説明会 

 ⑵ 工事施工者を決定した場合 当該特定

中高層建築物の建築に係る工事の内容に

ついての説明会 

 ⑶ 〔略〕 

３ 前項の規定は、前項各号に定める説明会

を同時に開催することを妨げるものではな

い。 

４ 〔略〕 

 〔同左〕 

第７条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 区長は、当事者間をあっせんし、双方の

主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよ

う努めなければならない。 

 

 〔同左〕 



 

 

第１６条 この条例に規定するものを除き、

この条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。 

第１６条 この条例に規定するものを除くほ

か、この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。 
  

付 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第５条第１項の規定により標識

が設置されている中高層建築物の建築に係る手続、説明会の開催等については、こ 

 の条例による改正後の第５条及び第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


